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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

２ 

｠
特
別
支
援
教
育
を
推
進
す
る
教
育
諸
条
件
の
整
備 

① 
児童・生徒の通学環
境の改善（スクールバ
スの充実） 

肢体不自由特別支
援学校のスクール
バスの小型化・コー
ス設定の工夫など
による乗車時間の
短縮 

肢体不自由特別支
援学校のスクール
バスの小型化・コー
ス設定の工夫など
による乗車時間の
短縮 

  

② 医療的ケア児への支援の充実 

 

ア 医療的ケアの
実施体制の整備 

・非常勤看護師の
配置 
・医療的ケア運営
協議会における課
題検討 

・非常勤看護師の
配置 
・医療的ケア運営
協議会における課
題検討 

  

イ 人工呼吸器の
管理 

都立肢体不自由特
別支援学校全校で
実施 

都立肢体不自由特
別支援学校全校で
実施 

  

ウ 胃ろうからの
給食の注入 

都立肢体不自由特
別支援学校全校で
実施 

都立肢体不自由特
別支援学校全校で
実施 

  

エ 医療的ケア児
専用通学車両の
運行 

・乗車看護師の確保 
・運行台数の増加 

・都立特別支援学
校の知的障害教育
部門等でモデル事
業を実施 

・都立特別支援学
校の知的障害教育
部門等で運行拡大
を検討 

 

オ 医療の専門的
知見の活用 

「スクールカンファ
レンスチーム」設置
に向けた検討 

「スクールカンファ
レンスチーム」を設
置し、学校等に助
言 

  

カ 入学後の保護
者付添いの短縮化 

６校でモデル事業
を実施 

・体制の効率化を
図り、都立特別支
援学校全校でモデ
ル事業を実施 

・モデル事業の成
果検証を踏まえた
付添い期間短縮の
取組を検討 

 

キ 関係機関等と
の連携 

情報共有、役割分
担の明確化のため
の場の設置等、連
携の一層の推進 

情報共有、役割分
担の明確化のため
の場の設置等、連
携の一層の推進 

  

③ 
副籍制度の充実によ
る交流活動の推進 

保護者への理解促
進や理解推進事業
の実施 

・調査を実施し、結
果の分析に基づく
対応策を検討 
・デジタルを活用し
た交流活動の試行 

・調査結果に基づ
き、ガイドブック等
を見直し・改訂  

・デジタルを活用し
た交流活動の事例
を周知 

④ 
寄宿舎の適正な規模
と配置及び施設の有
効活用 

・寄宿舎の適切な
運営による通学困
難な児童・生徒の
通学の保障 
・長期休業期間中
の寄宿舎を活用し
た生徒の集団適応
力の向上や学校を
超えた交流活動の
充実 

・寄宿舎の適切な
運営による通学困
難な児童・生徒の
通学の保障 
・長期休業期間中
の寄宿舎を活用し
た生徒の集団適応
力の向上や学校を
超えた交流活動の
充実 

  

 

第２章（施策の方向性Ⅱ）
小学校、中学校及び都立高校等における
特別⽀援教育の充実

掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 カラフルな銀河 比嘉　康晴 都立矢口特別支援学校中学部 2 年
上段中央 光 SHIHO 都立青鳥特別支援学校高等部 2 年
上段右 グラスとかげ 渡邊　優希 都立南大沢学園高等部 2 年
下段左 アフリカ

～本でみたアフリカをつくりました～
岡　優太 都立大塚ろう学校小学部 4 年

下段中央 私の動物 楠瀬　晴士 都立志村学園高等部 3 年
下段右 わたし 小笹　里緒 都立光明学園高等部 1 年

１　小学校、中学校における特別⽀援教育の充実
２　都立高校等における特別⽀援教育の充実
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都内に設 されている特別支援学級の くは知的障害特別支援学級であり、この中

には、児童・生徒の障害の程 や学級の実態等を の 、各教科を知的障害特別支

援学校の各教科に替えている学級があります。こうした学級では、在籍する知的障害

のある児童・生徒が、 ましい 会 を目指し、 生活や 会生活に生きて く

知 及び 能、習 や学びに かう力を に けられるようにすることが大切です。

そのため、教科別の指導の 実を る か、小・中学校が必要に応 て設けている「各

教科等を合 せた指導49」においても、より 果的な指導ができるようにする必要が

あります。 

第一 実 では、 成29年 から、３区市町村の小・中学校の特別支援学級及び

都立知的障害特別支援学校を研究指定校とし、小・中学校の知的障害特別支援学級から

都立知的障害特別支援学校高等部までの一貫した教育課程の研究を実 してきました。 

この研究では、中学校から特別支援学校の「つながり」の部 に を て、学習

指導要領に示された各教科の内容を のように年 指導 に していくかを

し、知的障害のある児童・生徒の指導内容について検 しました。「つながり」の

部 に を てる 程で、都立知的障害特別支援学校高等部の指導内容・ の

実に え、中学校の知的障害特別支援学級の指導内容・ の 実を る必要がある

ことも かりました。 

 そこで今後、研究指定校の指定と検討委員会の設 により、中学校の知的障害特別

支援学級において、生活単 学習や 学習な 「各教科等を合 せた指導」を行う

際の基となる各教科等の内容の や、各教科等を合 せることで 果的な指導

を られる場面な について研究を行い、「各教科等を合 せた指導」の一層の

実を ります。 

えて、区市町村教育委員会に対し、 の を っていきます。 

また、知的障害 用の 部科学 教科 に準 した学習 用 教 の

成を め、知的障害特別支援学級における活用を すな 、教科別の指導の 実もあ

せて ります。 

 
49 学校教育 行規 第 130 第２ に示された規定で、知的障害のある児童・生徒に対する教育をする場合において特に必

要のあるときに、各教科、特別の教科である 、 活 及び 立活 の 部 は一部について合 せて を行う指導

の 態を指す。 

 知的障害特別支援学級の ・ の  

的  

（ ） 学 学 る ・支援の の  
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都教育委員会は、小・中学校の知的障害特別支援学級から都立知的障害特別支援学

校高等部までの一貫した教育課程の研究の成果を踏まえ、区市町村を単位として、小

学校から中学校へ、中学校から都立高校等や都立特別支援学校へ、指導内容を円滑に

引き継ぐための工夫をまとめ普及させてきました。 

前述のとおり、知的障害特別支援学級の中には、在籍する児童・生徒の知的障害の

状態等により、各教科を知的障害のある児童・生徒に対する教育を行う特別支援学校

の各教科に替えている学級があります。こうした学級においては、在籍する児童・生

徒の知的機能の障害の個人差が大きく、同一学年であっても、各教科等の内容の習得

の状況が異なる場合があることから、個々の児童・生徒の実態に即して、取り扱う各

教科の目標及び内容を選択し、具体的な指導目標及び指導内容を設定できるようにす

る必要があります。そのため、特別支援学級での指導内容に対応した、児童・生徒の、

主に学力面の状況について指標等を用いて客観的に把握することにより、特別支援学

級において、一層適切な指導を行えるようにすることが重要です。 

そこで、今後開発する「学習支援アセスメント（特別支援学校版）（仮称）」（第１章

-１-(1)-⑨（P.40））を基に、知的障害特別支援学級で活用できる「学習支援アセスメ

ント（特別支援学級版）（仮称）」を開発し、知的障害特別支援学級における適切な指

導目標及び指導内容の設定に資するようにしていきます。 

なお、知的障害特別支援学級には、特別支援学校小学部・中学部の学習指導要領に

示す小学部の３段階あるいは中学部の２段階の各教科の内容を習得し、目標を達成し

ている児童・生徒が在籍しています。そのため、「学習支援アセスメント（特別支援学

級版）（仮称）」の開発においては、こうした児童・生徒を念頭に、小学校や中学校の

学習指導要領に示す内容の一部を規準として取り入れるようにします。 

また、「学習支援アセスメント（特別支援学級版）（仮称）」は、「学習支援アセスメ

ント（特別支援学校版）（仮称）」とともに、就学相談において学びの場を検討する際

に活用できるようにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

② 知的障害のある児童・生徒の学習支援アセスメント（特別支援学級版）の開発 

第
２
部 

第
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章
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Ⅱ
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都教育委員会では、 の小・中学校等における特別支援教育の ・ 実に け、

区市町村教育委員会や各小・中学校等の要 に応 て、都立特別支援学校が必要な支

援を行うセン 的機能を活用した取 を実 しています。 成 29 年 から ２

年 にかけて、区市町村教育委員会と して、都立特別支援学校のセン 的機能

により、区市町村教育委員会の指定する知的障害特別支援学級（重 支援校）への支

援を 的・継 的に実 する を 53区市町村で実 してきました。 

この により、指導 や教 の 等について工夫 が られるな 、

一定の成果が がっています。 

また、 ３年 には、こうした工夫 を各校で生かすことができるよう、

の成果 を 成し、 ての区市町村教育委員会へ しました。

今後は、重 支援校 の小・中学校にも、都立特別支援学校のセン 的機能によ

る支援の成果を く普及・定 させていく必要があります。 

そこで、都立特別支援学校の指導教 や特別支援教育 、小・中学

校の特別支援学級教員を対 とした たな研 を実 し、 の 知や 場の具体的

な課 の を行い、 を検討することな により、引き き 区市町村教育委

員会及び小・中学校に対し の成果の 知・普及を り、セン 的機

能の一層の活用を していきます。 

 

 

小学校や中学校の学習指導要領の により、小・中学校の特別支援学級に在籍す

る児童・生徒、特別支援教 や 級による指導を 用している児童・生徒については、

学校生活支援 ト（個別の教育支援 ）及び個別指導 を必 成し、活用す

ることが められるようになりました。 

小・中学校において学校生活支援 トや個別指導 に基 く指導と支援の 実

を る では、校 の の 、学校 体の 力体 くりを めたり、

ての教員がこれら つの についての しい と を めたりしていくこ

とが大切です。 

また、特別支援教 や 級による指導においては、 教員 の の取り を工

夫し、個別指導 に基 く や 等が円滑に行 れるようにすることも大

切です。 

 

 知的障害特別支援学級の 支援 

 学 生 支援 ト 別 支援の  
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その際、これらの 成と活用が の児童・生徒を する教員や特別支援教育

けに されないようにするとともに、 ての教員の と 力が得

られるようにする を各小・中学校に していく必要があります。 

そのため、都教育委員会では、 等の と活用 について区市町村教育委員

会の指導主 等を対 とした特別支援教育 指導主 等 会や教員を対

とした発達障害への と支援に する 習会で 知を ってきました。 

引き き、これらの重要 について、同 会な の機会を て 知を る

とともに、学校生活支援 ト・個別指導 の活用状況を把握し、 を し

知することで、 なる活用に けた区市町村教育委員会及び小・中学校の取 を

していきます。 

 

 

 

障害のある児童・生徒に対し、 な ン 段の習得に する

教育的支援や、 する 力を 大 に活用する能力を育てる支援、 の 指

導等を適 ・適切に実 することは、その後の 能力の や 会 の 得に大き

く します。 
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引き き、これまで してきた都立特別支援学校の 的な知 や 能を生かし、

都立特別支援学校のセン 的機能を活用した 級による指導を継 するとともに、

必要に応 て、小・中学校への 相談を実 し、 の学級に在籍する 障害や

障害のある児童・生徒への支援を していきます。 

 

 

 

第１章-３-(2)- （P.78）  
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の中 教育 会 等において、 ン

教育 ス の のためには、障害

のある と障害のない が 能な り

に教育を けられる 、障害のある

の 立と 会 を え、一人一人の教育的

に も的 に応える指導を できる

よう、 の学級、 級による指導、特別支援

学級、特別支援学校といった、 のある

な学びの場の一層の 実・ を めていく

ことが必要とされています。 

都教育委員会では、 の え 等を踏まえつ

つ、第一 実 中に、就学相談機能の

実や、 の学級、 級による指導、特別支

援学級、特別支援学校といった「 な学びの

場」における教育の 実、障害のある児童・生

徒と障害のない児童・生徒との 活 の 実

を ってきました。 

年 には、 ン 教育 ス

の に けた ・研究 において、

内及び や ア ン を実 し

ました。この基 研究の 果を踏まえ、 ２

年 から、 的な取 を行う区市町村教育委

員会における実 的研究 を開 し、区市町村教育委員会の ン な教育

の取 に する について検討及び を行う検討 会の設 、 や 育

等の年中児（ 児）の や 機 を対 に普及 発 トを 成・

するな の取 を めています。 

今後は、「 の 」 や 都教育 大 等も踏まえながら、区市町村と

し実 的研究 を めるとともに、 及び 同学習に する実態 の 果を

・検 し、それらの成果を踏まえて 及び 同学習を するための具体的な

を検討し、区市町村教育委員会及び小・中学校に普及させていきます。 
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区市町村教育委員会が就学相談を めるに たっては、 人及び に対して

な をした で、その を 大 重しつつ、 人及び 、区市町村

教育委員会と学校等が教育的 と必要な支援等について合 成を行うことが

められます。そのため、就学する 定の 児が在籍している 、 育 、 育

機 等の就学前機 との な や、 への適切な が必要です。 

都教育委員会では、これまで や 育 、小学校等の けに特別支援教

育や就学後の学校生活等の を る目的で就学相談 習会を開 し、また、就

学前機 からの要 で 相談会を実 してきました。 

今後もより くの や 育 、小学校等の や就学前段階の を対

として、都立特別支援学校へ就学した後の生活に え、都立特別支援学校の高等部段

階での 立に けた教育や、高等部 後の や生活な の につながる取

を実 することにより、区市町村教育委員会と就学前機 との や、就学前

段階の の 支援に けた体 を支援していく必要があります。 

引き き、区市町村教育委員会による就学前機 との や就学前段階の

への 支援に けた取 を支援するとともに、今後、より くの や 育 、

小学校等の が できるよう、就学相談 習会を開 する際に を取り

入れるな 工夫をしていきます。 

また、 たに区市町村教育委員会と都教育委員会及び都立特別支援学校が して

行う就学前段階の 相談会について、就学前機 での相談会の実 状況等を踏ま

え、実 等を検討し、 行していきます。 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 

(第一次実施計画) 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 

｟ 
 

｠

学

学

る
個

支
援
の
充
実

教
育
環
境
の
整
備 

① 
知的 特別支援学

の ・ の
充実 

知的障害特別支援
学 特別支援
学校 等部までの
一 した教育課
の  

・ 会を設置し、
「 教 等を

た 」を設定
る により効果

的な を
る場 などを

検討 

 
 
 
・ 定校にお
い モデル事業の
実施 

 
 
 
 
 
 
・ 会やモデル事
業の成果を

に周知 

② 

知的 の る児童・
生徒の学 支援ア ス

（特別支援学
）の  

事業  ・ の 成
会の設置に向

け、 の分
析や の検討な
ど を実施 

・ア ス ン の
に向け、 成
会による検討 

 
 
 
・ア ス ン の

成 
・ 定校による
ア ス ン の試
用 成 会に
よる改  

③ 
知的 特別支援学

の専門 に
支援 

・ ンター的 を
活用した 支援
校への 的・
的支援 

・成果報 の配
 

・ たな の実
施など 門 向上
事業の成果 に
よる ンター的

の活用促進 

・ 門 向上事業
の成果 による

ンター的 の
活用促進 

 

④ 
学 生活支援 ー 及
び個別 計画に

と支援の充実 

特別支援教育担
事等連 協

議会等による
事等の

理解促進 

・特別支援教育担
事等連

協議会等による
事等

の理解促進 
・小・中学校の 事
例の 集・周知 

  

 

特別支援学 の
ー的機 生か

・ の
る児童・生徒への支援 

ンター的 を
活用した支援 
・ 障害・ 障
害特別支援学校へ
の通 による  
・小・中学校への

 

ンター的 を
活用した支援 
・ 障害・ 障
害特別支援学校へ
の通 による  
・小・中学校への

 

  

 
副籍制度の充実によ
る交流活動の推進 

保護者への理解促
進や理解推進事業
の実施 

・調査の実施 結
果の分析に基づく
対応策を検討 
・デジタルを活用し
た交流活動の試行 

・調査結果に基づ
き、ガイドブック等
を見直し・改訂 
 
 
 

・デジタルを活用し
た交流活動の事例
を周知 
 
 

 
学 に るイ クル
ー に関 る実
的  

・実 的 事業 
・交流 共 学
実 調査の実施 

・実 的 事業
報  

・交流 共 学
実 調査の結果

分析・検討 

・ 成果の  
 

 

に る
連携・ 支援の
の体制整備への支

援 

・ 、小学校等
の 向け 会
の実施 
・ 学 での

会の実施 

・ 、小学校等
の 向け 会
の実施 
・ 学 での

会の実施 
・ ・都・都
立特別支援学校
協 した 会の
検討 

 
 
 
 
 
・ ・都・都
立特別支援学校
協 した 会の
試行 
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都における発達障害教育は、 、 級指導学級における指導を中 に行 れてき

ました。 級指導学級での指導は、対 の児童・生徒の くが在籍校を れて 校に

設 された 級指導学級に うことになるため、在籍校での に一部 できなく

なることへの や 学の 、 の いな の の課 がありました。 

こうしたことから、都教育委員会では、発達障害のある児童・生徒が学習 は生

活 の さを ・ し、 能な り在籍学級で の児童・生徒とともに

な学校生活を ることができるよう、発達障害教育を する 指導教員が各校を

して指導する特別支援教 の導入を めてきました。 

 特別支援 の  

的  

（ ） 学 学 る発 障害 の  

 
通常の学級の 

児童・生徒数 

発達障害のあ

る児童・生徒

の想定数 

在籍率 

通級による指導 

を受けている 

児童・生徒数 

支援率 

ｂのうち一部特

別な指導が必要

な児童・生徒数 

割合 

 ａ ｂ ｂ/ａ ｃ ｃ/ｂ ｄ ｄ/ｂ 

小学校 552,897人 33,661人 6.1％ 6,209人 18.4％ 16,445人 48.9％ 

中学校 228,340人 11,326人 5.0％ 1,841人 16.3％ 3,210人 28.3％ 

※ ａ及びｃは、公立学校統計調査報告書による数値（小学校平成 26年度、中学校平成 27年度） 

※ ｂ及びｄは、都教育委員会調査による数値（小学校平成 26年度、中学校平成 27年度） 
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特別支援教 については、 成 28年 から都

内 立小学校・中学校への導入を め、 成 30

年 には 立小学校で、 ３年 には

立中学校で導入が しました（都立中高一貫

教育校を 。）。 

特別支援教 での 実した指導を実 するた

め、導入 から特別支援教 員50の や

教員に対して 的な 等を行う 相談
51の を実 し、 ２年 からは、

な をもつ都の特別支援教 指

導員52（ 「 指導員」という。）が小・中学

校を して、各校の取 や 状況を し

た で、 校での を するな の具体

的な指導・ を行っています。 

さらに、 ３年３ には、入 の れ、

の指導 53、指導目標や指導内容の設定の

え な を示した「特別支援教 の

ン」（ 「 ン」という。）を

定し、 知しています。 

さを えた児童・生徒は ての学校・学

年・学級に 在しているという の 、小・中

学校の教 員の を め、適切な指導に生か

すことができるようにしていきます。また、特別

支援教 の取 を在籍学級での支援でも生かし

ていけるよう、 指導教員による特別支援教

での指導の 実に けた取 を していき

ます。さらに、都立中高一貫教育校、 小学校

での取 の 実を ります。 

 

 
50 指導教員や 相談 の の ・ 、児童・生徒の行 観 や指導 の 成な 、 指導教員等と

して特別支援教 の円滑な に必要な を行う 員 
51 児童・生徒が える学習面や生活面の さについて的 に把握し、 指導教員や在籍学級 に 的立場から す

る （ 発達 、特別支援教育 、学校 及び ） 
52 特別支援教 を設 する学校に し、各校の取 や 状況を把握した で、「特別支援教 の ン」に基

いた指導・ や の な を行う都の 員 
53 「特別支援教 の ン」 29,45,49  

【発達障害教育に関するリーフレット】 

東京都の発達障害教育

お子さんの成長や発達が気になる方へ・・・
東京都では「特別支援教室」の制度を導入し、
支援の体制を整えています。その概要を御案内します！

お子さんの成長や発達が気になる方へ・・・
東京都では「特別支援教室」の制度を導入し、
支援の体制を整えています。その概要を御案内します！

発達障害のある児童・生徒への支援

　都内公立小・中学校では、特別支援教室や自閉症・情緒障害特別支援学級における指導・支援を中心に、
発達障害のある児童・生徒に対する支援を行っています。

早期発見・早期支援が重要！

　発達障害は、外見から困難さが見えにくいため、「怠けている」「反抗的である」などの
誤解を受けることがあります。また、本人や保護者も学習上・生活上の困難が障害に起因
していることに気付きにくいため、必要な指導や支援につながらない場合があります。早
期に発見し、適切な指導・支援を行うことで、円滑な就学や在籍学級での充実した生活に
つなげることができます。

■ 特別支援教室          
　通常の学級に在籍し、一部特別な指導を必要とする児童・生徒が、在籍学級における障害による学習
上又は生活上の困難の改善・克服を図るため、一部の時間、別の教室で指導を受けられる制度です。なお、
特別支援教室は都内の全公立小・中学校に設置されており、原則自分の在籍する学校で指導を受けます。

■ 自閉症・情緒障害特別支援学級         
　通常の学級における学習では、十分にその効果を上げることが困難な児童・生徒については、自閉症・
情緒障害特別支援学級において指導・支援を行っています。なお、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置
状況は、区市町村によって異なりますので、お住まいの区市町村教育委員会にお問合せください。

特別支援教室 A&Q特別支援教室 A&Q
自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害があれば全員対象になりますか？

障害がある場合でも、在籍学級での指導方法の工夫や配慮により、在籍学級で充実した生活を送る
ことができる児童・生徒もいます。また、特別支援教室での指導は、在籍学級での授業の一部を抜
けて受けることとなるため、障害の程度や在籍学級等での状況を十分考慮の上、特別支援教室での
指導が必要かを十分に検討し、保護者との合意を含めて決定する必要があります。
＜在籍学級における支援の例＞
　・黒板周辺の掲示物等を減らし視覚からの刺激が少なくなるような環境の整備
　・読むことが苦手な児童・生徒へのデジタル機器を活用した授業作り
　・児童・生徒に対する指示の出し方や言葉かけの工夫

A
Q

＜編集・発行＞　東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育課
＜所   在   地＞　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

特別支援教室の担当教員（巡回指導教員）は、なぜ、拠点校から巡回し指導する仕組みなのですか？

特別支援教室では、児童・生徒の障害の状態に応じて、一人一人の指導内容が異なることから、指
導を行う担当教員が、日常的に指導の方法や教材等を互いに共有したり、複数校の児童・生徒の指
導に関わり多様な実践事例を蓄積したりできる体制とすることで、指導の質を向上させていくこと
が重要です。そのため、拠点校に集中的に配置し、巡回する体制としています。

A
Q

なぜ知的障害のない児童・生徒が対象なのですか？

知的障害のある児童・生徒に対する学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な指導は、生活に
結びつく実際的・具体的な内容を継続して指導することが必要です。そのため、一定の時間のみ取
り出して指導を行うことにはなじまないことから、特別支援教室の対象としておりません。（文部
科学省編著「障害に応じた通級による指導の手引」より）

     

A
Q

特別支援教室の退室後、支援が途切れてしまうのではないでしょうか？

A
Q

一度、退室したら、再度の入室はできなくなるのでしょうか？

入室時に、児童・生徒の困難に応じて設定される指導目標を達成した場合、特別支援教室を退室し
ますが、退室後に、再度、校内委員会及び判定委員会において、特別支援教室において一部特別な
指導が必要と判断された場合には、特別支援教室に入室し指導を受けることが可能です。

A
Q

今後、高等学校に進学した場合、特別支援教室のような制度はありますか？

都立高校では、令和３年度から全校で、通級による指導を実施できる仕組みが整っています。詳細
については、東京都教育委員会のホームページを御確認ください。

　
なお、申込みについては、都立高校に入学後、高校の先生に相談してください。

A
Q

東京都教育委員会　通級による指導

退室後も、特別支援教室での学びの成果を生かしながら、在籍学級を中心に、必要な支援を実施します。

東京都教育委員会印刷物登録　令和３年度　第 45 号

特別支援教室での指導・支援特別支援教室での指導・支援

指導・支援体制

指導内容
　特別支援教室では、一人一人の障害の状態や発達の段階等に応じた指導目標を設定して、障害による学
習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導（自立活動）を行います。
　なお、教科の予習・補習や在籍学級での学習の遅れを取り戻すための指導は行いません。

　巡回指導教員が各校を回って指導を行うため、児童・生徒は他校へ移動することなく原則在籍校で指導
を受けることができます。

＜指導内容例＞     
・場面にあった挨拶や発言が苦手な児童・生徒に対して、友達との遊びや会話の場面を想定した表現の練習を重

ねることで、その場に応じた適切な言葉づかいや表現方法を身に付けられるようにします。
・課題を期日までに提出することや学習計画を立てることが苦手な児童・生徒に対して、スケジュール帳を使っ

て生活や学習の予定を可視化することにより、自己管理の方法や学習の進め方を身に付けられるようにします。
・体の使い方や姿勢の保持が苦手で、落ち着きがない児童・生徒に対して、様々な課題を設けた運動を繰り返し

行うことで、バランス感覚や触覚、運動感覚を高められるようにします。  

特別支援教室では、巡回指導教員以外にも心理の専門家と特別支援教室専門員が支援を行っています。
●心理の専門家 …………… 障害の状態を把握し、指導上の配慮について教員に助言します。
●特別支援教室専門員 …… 教員とともに、児童・生徒の行動観察や教材作製などを行います。

小・中学校

学級担任等と巡回指導教員の連携・情報共有により、児童・生徒の在籍学級に
おける困難を把握し、その困難に応じた自立活動の指導を行います。

・巡回指導教員が集中的に配置されている学校を拠点校と言います。
・巡回指導教員はあらかじめ決められた曜日・時間に対象の児童・生

徒が在籍する学校を巡回し、特別支援教室において指導を行います。
・巡回指導教員同士が常に指導の方法や教材等を共有していくこと

で質の向上を図り、一人一人の児童・生徒の状況に応じて適切な
指導を行います。

拠点校

巡回

巡回指導教員

指導の工夫 自立活動の指導

学級担任・教科担任｠ 巡回指導教員在籍学級 特別支援教室

在籍学級の授業（国語等）を抜け、
月１時間～週８時間程度、自立活動
の授業を受けに行きます。

在籍学級の授業（国語等）を抜け、
月１時間～週８時間程度、自立活動
の授業を受けに行きます。

連携・情報共有

表 -4　210 ㎜観音　207 ㎜ 表 -1　210 ㎜
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特別支援教 については、 成 28年 から都

内 立小学校・中学校への導入を め、 成 30

年 には 立小学校で、 ３年 には

立中学校で導入が しました（都立中高一貫

教育校を 。）。 

特別支援教 での 実した指導を実 するた

め、導入 から特別支援教 員50の や

教員に対して 的な 等を行う 相談
51の を実 し、 ２年 からは、

な をもつ都の特別支援教 指

導員52（ 「 指導員」という。）が小・中学

校を して、各校の取 や 状況を し

た で、 校での を するな の具体

的な指導・ を行っています。 

さらに、 ３年３ には、入 の れ、

の指導 53、指導目標や指導内容の設定の

え な を示した「特別支援教 の

ン」（ 「 ン」という。）を

定し、 知しています。 

さを えた児童・生徒は ての学校・学

年・学級に 在しているという の 、小・中

学校の教 員の を め、適切な指導に生か

すことができるようにしていきます。また、特別

支援教 の取 を在籍学級での支援でも生かし

ていけるよう、 指導教員による特別支援教

での指導の 実に けた取 を していき

ます。さらに、都立中高一貫教育校、 小学校

での取 の 実を ります。 

 

 
50 指導教員や 相談 の の ・ 、児童・生徒の行 観 や指導 の 成な 、 指導教員等と

して特別支援教 の円滑な に必要な を行う 員 
51 児童・生徒が える学習面や生活面の さについて的 に把握し、 指導教員や在籍学級 に 的立場から す

る （ 発達 、特別支援教育 、学校 及び ） 
52 特別支援教 を設 する学校に し、各校の取 や 状況を把握した で、「特別支援教 の ン」に基

いた指導・ や の な を行う都の 員 
53 「特別支援教 の ン」 29,45,49  

【発達障害教育に関するリーフレット】 
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各校が、児童・生徒一人一人の障害に する さのつま きを把握し、適

切な指導目標を設定して指導することで、児童・生徒の さの を ること

ができるよう、特別支援教育 指導主 等 会の場な を て

ンの 知 を ります。 

また、 指導員が小・中学校を し、

ンに基 いた指導や を行う

ことで、特別支援教 の の 実や、学校

体での取 の 実に けた支援を行います。 

 

 ト  

小・中学校における指導の や指導教

等を する Web トの 用を て、各校

での れた取 を 校での取 に生かすこと

ができるよう支援していきます。 

 

  

３年 から都立中学校及び都立中等教育学校の前 課程にも特別支援教

の を導入しており、 年 には、都立立 際中等教育学校 小学校

の開校に い、 小学校にも を導入します。都立中学校及び都立中等教育

学校の前 課程や 小学校においても、都内 立小学校・中学校での取 と同

に、特別支援教 な での指導や支援の 実を ります。 

 

 

 

３年 の都内 立中学校（都立中学校及び都立中等教育学校の前 課程を

。）への特別支援教 の導入 により、 ての小・中学校において、発達障害のあ

る児童・生徒が在籍する学校で特別な指導を けることができるようになりました。

しかし、特別支援教 への入 に する検討や 定の が区市町村や学校 で異な

ることや、 を えた指導目標の立て 及び指導目標に対する の え が

しいことな から、目標を達成して する児童・生徒の 合が区市町村によって大

きく異なるな の課 があります。 

② 特別支援 の ・ の ・開発 

都全体の特別支援教室の充実に向けて、少しでも多くの指導事例等を共有しましょう 

登録お待ちしています！ 

特別支援教室での指導事例や指導教材等を 

検索・閲覧するための「まとめ」サイトです 

 

 

先生等がいつでもどこでも閲覧し、

指導に活用することができます 

URL -   

特別支援教室指導事例等検索サイト 

各学校での指導事例等を随時登録します 

（登録は各区市町村教育委員会が行います） 
指導事例等検索サイト 

第
２
部 

第
２
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅱ
） 　

 

小
学
校
、中
学
校
及
び
都
立
高
校
等
に
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る
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別
支
援
教
育
の
充
実
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都教育委員会では、 ２年 に特別支援教 の入

に る れや え に する資 及び スト

を 成するとともに、「特別支援学級・ 級による指導教

育課程 成の 引」を し、区市町村教育委員会及び

小・中学校に しました。 ３年 から、こうした

資 について特別支援教育 指導主 等 会や

発達障害への や支援に する 習会等において 知

し、普及を っています。 

また、第一 実 における として、児童・生

徒の学習 は生活 の さのう 、 体の い に

課 のある児童・生徒への指導の 実に け研究・開発

を実 し、 ２年 に指導資 「障害の

ある児童・生徒の学びを支える特別支援教育の

実」にまとめています。 

特別支援教 においては、児童・生徒一人一

人の障害の状態等の的 な把握に基 いて個

別指導 を 成し、具体的な指導目標や指導

内容を定め、それに基 いて指導を 開するこ

とが大切です。その 程で、児童・生徒の学習

は生活 の さを把握するための「

の き スト」や「 会 ・行

の スト」54が一層活用されるように

する必要があります。 

そのため、在籍学級での支援から特別支援教 の までの れと え （実態把

握、指導目標の設定、 等）に して、特別支援教 における を し、区

市町村教育委員会の特別支援教育 指導主 等を対 とした 会な の場

において普及させることにより を ります。 

また、「 の き スト」「 会 ・行 の スト」の活用

については、区市町村教育委員会及び小・中学校の取 の中から を し、

の区市町村教育委員会への 知を ることで、一層の活用を していきます。 

 

 
54 児童・生徒の障害の特 を把握するための スト。「 の き スト」では学習に る「 こ

と」「 くこと」について、「 会 ・行 の スト」では、対人 や の 、 の ント の状況な

について把握し、必要な支援について検討する。（「特別支援教 の ン」 ３年３  都教育委員会） 

【  
】 
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54 児童・生徒の障害の特 を把握するための スト。「 の き スト」では学習に る「 こ

と」「 くこと」について、「 会 ・行 の スト」では、対人 や の 、 の ント の状況な

について把握し、必要な支援について検討する。（「特別支援教 の ン」 ３年３  都教育委員会） 

【  
】 
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体の い に課 のある児童・生徒への指導の 実については、 ３年 の教

育研究員による研究活 な を して した を踏まえて、 成した指導資 の

内容の成果普及を ります。 

 

 

 

発達障害のある児童・生徒は、特別支援教 に入 している場合でも、 くの

を在籍学級で しています。 

発達障害のある児童・生徒が して在籍学級で せるようにするためには、各

小・中学校が、在籍学級における支援を検討・実 できるよう、区市町村教育委員会

を支援していく必要があります。 

こうしたことから、都教育委員会では、 ３年 から、区市町村教育委員会が

に在籍学級で支援を行う人 を する場合や、特別支援教育 の

を行う人 を する場合に、 に る 用を する を開 してい

ます。 

年 からは、区市町村教育委員会による在籍学級で支援を行う人 の を

さらに していくため、 要 の や 内容の 実を ります。 

また、こうした人 の 果的な活用 を し、 知していくことな を て

区市町村教育委員会の取 を支援します。 

 

 

 都教育委員会では、これまで ・ 障害特別支

援学級55における指導内容や教育課程の 成・実 につ

いて研究・開発を行ってきました。 成 28年３ に発行

した「 ・ 障害特別支援学級の教育課程の在り

について」において、 立活 の を適切に位

け、各教科等の指導の 実を っていくことが重要であ

ることを示しました。 

小学校や中学校の学習指導要領では、 ・ 障

害特別支援学級において、 立活 を取り入れることに

え、児童・生徒の障害の状態等を の 、実態に応

 
55 学校教育 第 81 第２ の規定に基 き、 の学級における学習では、 その成果を ることが な児童・生徒の

ために特別に された学級であり、知的障害を ない 児及び 障害児を対 とするもの 

 発 障害のある児童・生徒 学級 る の  

 ・ 障害特別支援学級（ 学級）の 支援 
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た教育課程を 成することを規定しています。 

・ 障害特別支援学級は、小・中学校の学級の一つですが、在籍する児童・

生徒の障害の程 等によっては、障害のない児童・生徒に対する各教科等の年 指導

な をそのまま適用することが、必 しも適 でない場合があります。 ・

障害特別支援学級の設 が、それ れの区市町村で できている 状を え、

教育課程の 成状況の ・ を行い、 果をまとめた資 を区市町村教育委員会

に します。区市町村を 、それ れの学級が、児童・生徒の各教科等の習得状

況や 習 を踏まえて、在学 に す き教育内容を めるよう すと

ともに、前述の資 が各学級の教育課程の に資するようにしていきます。 

また、場 、 、活 な の内容や状況について、 のある児童・生徒が

的に かりやすく できるようにするための 56な 、都によるこれまでの

研究の成果や、 ・ 障害特別支援学級で さの が られた指導 等

の 知についても、区市町村教育委員会の特別支援教育 指導主 等を対 とした

会の場な を て行っていきます。 

あ せて、 ３年 に特別支援教 の導入が したこと等も踏まえ、

ンに基 く 指導の実 や、指導 の ・ 知な の 々な支援 を

合的に し、特別支援教 の指導により さの につながった な を、

・ 障害特別支援学級の指導でも活用できるようにしていきます。 

  

 
56 場 、 、活 な の内容や状況について、 のある児童・生徒が 的に かりやすく できるようにするため

の指導の工夫。 え 、活 によって行う場 を ける「 的な 」、１ のス を 示する「 の

」、一人で できるようにするために を かりやすくする「活 の 」がある。 
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(第一次実施計画) 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

２ 

｠

学

学

る

教
育
の
推
進 

① 特別支援教 の な運  

  

ア  特別支援教
の運 イ イ
に い

の充実 

特別支援教 の設
置 

特別支援教
運営 による
学校  

  

イ  特別支援教
事 等

イ の運用 

特別支援教 の設
置 

事例等検
イ の運用による特
別支援教 での

の充実  

  

ウ  一
教育 学

の取組の充実 

特別支援教 の設
置 

都立中 一 教育
校、 小学校で
の特別支援教 の
運営  

  

② 
特別支援教 の

・ の ・
 

・ に る流
え に る
の 成 

・「教育課 成の
」の改訂 

・ の 成 
・連 協議会や

会等による
事等の

理解促進  

・連 協議会や
会等による

事等の
理解促進 
・ の
事例の 集 成果
の共有 

  

③ 

の る児童・
生徒 籍学

る体制の
充実 

支援 の配置 用
助による支援 

・支援 の配置
用 助による支援
の充実 
・ 助事業の活用
促進 支援 の
効果的な活用事例
の情報 集 周
知 

   
 
 
 
 
 
 
 
・事業の効果検証  

④ 
・ 特別

支援学 （ 学 ）
の充実に 支援 

課題 な
支援の検討 

課題 な
支援の検討 
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 る特別支援 の  

 

 

 

 

 

都立高校等において、 （第 ） 定後、学校生活支援 ト（個別の教

育支援 ）の 成 57は しています。 ３年 からは、 ての都立高校等が

級による指導の対 となったことから、より一層、学校生活支援 ト及び個別指

導 に基 く適切な指導・支援を行うことができるようにする必要があります。 

都教育委員会では、都立高校等に在籍する障害のある生徒への個に応 た指導・支

援を 的かつ一体的に 実させていくために、引き き学校生活支援 ト及び個

別指導 の 成と活用を していきます。 

年 、都立高校等の教員を対 に実 する高等学校における発達障害のある生徒

の支援に する 習会等で、学校生活支援 ト及び個別指導 の活用 な 、

障害のある生徒への支援の在り について し、 的な指導・支援を実 できる

ようにしていきます。 

 

 

都教育委員会では、都立高校等に在籍する障害のある生徒の支援のための 員

等の や、 的 アを要する生徒への支援のための の 等を実 してい

ます。 

また、学習の支援として、生徒や からの に基 き、 いすを 用する生

徒 けに高さ が 能な や、学習用 機 の導入等を実 するとともに、

必要に応 てス 設工 や すり取 工 等を実 しています。 

引き き、生徒や からの に基 き、障害の特 に応 た必要な合 的

を していきます。 

また、 入生が、入学後 やかに合 的 を けることができるよう、入学

後の３ 中に き取りを行うことで、障害の特 に応 た適 ・適切な支援を し

ていきます。 

さらに、人工 等の高 な 的 アが必要な生徒についても適切な対応

を っていきます。 

 
57 学校生活支援 ト（個別の教育支援 ）の 成 は、個別の教育支援 の 成が必要な児童・生徒がいる学校のう

、 成 の学校の 合であり、個別指導 の 成 は、個別指導 の 成が必要な児童・生徒がいる学校のう 、

成 の学校の 合である。い れも、 部科学 「特別支援教育体 状況 果」による。 

 学 生 支援 ト 別 支援の  

具体的な取組 

（ ） る ・支援の の  

② る障害のある生徒 の 支援の  
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都立特別支援学校では、生徒の就 後の 場定 を るために、生徒一人一人の適

に応 た や 場との適合（ ン ）に力を入れています。こうした知 は、

都立高校等に在籍する障害のある生徒の 場定 に けても 用です。そこで、都立

高校等と都立特別支援学校の の を るために、 都学校 支援セン
58（３セン ・３支 の か ）において、都立特別支援学校の 指導 教

員と都立高校等の 指導 教員が する、特別な支援を必要とする生徒のため

の 指導 会を開 してきました。 

指導 会の中では、 の実 に応 た を取り 、 を

っています。 

また、 都学校 支援セン や都立特別支援学校が する や高い

を生かした研 等を実 し、都立高校等に在籍する障害のある生徒の 指導に

する を っています。 

これまでの成果を踏まえつつ、都立高校等と都立特別支援学校との を に 実

させるため、引き き 指導 会を定 的に開 します。都立特別支援学校

の特別支援教育 からの や、各 区の 会での 検

討の実 状況を し、都立高校等の についての 、 の活発 を

ります。 

 

 

後 第 章-1-(2)- -ア（P.145）  

 

 

 

後 第 章-1-(2)- （P.146）  

  

 
58 校 が を発 し、より 的な学校 を行うとともに、学校における 等の の を行い、

の 面の機能 を ることにより、都立学校の教育の 的 実を り、都 の に応える学校 くりを実 するた

め、 成 18年 4 に３セン （ 部・中部・ 部）及び３支 （ 部支 ・中部支 ・ 部支 ）を設 した。「 支援

ン」による １ 程 の学校 を して、学校の課 を的 に把握し、学校の実態に応 た機 的できめ かい支援や

「 支援 ン」による 、 、 設等の の を行うとともに、 ・ア ト ン により の

及び を っている。 

 の  

 特別支援 の  

 の の の支援 
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(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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｠
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る
個

支
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の
充
実

教
育
環
境
の
整
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① 
学 生活支援 ー 及
び個別 計画に

と支援の充実 

都立 校等の教
向け 会の  

会を
し、都立 校等の
教 の理解を促進 

  

② 
等に 籍

る の る生徒へ
の適 な支援の実施 

車 生徒用 や
学 用デジタル

等の を実施 

き き、適切な
理的配 を  

  

③ 進 の充実 

都立 校等の進
担 教 向け

の進 連 協
議会の  

進 連 協議
会を し、
都立 校等の進

担 教 の
門 を向上 

  

④ 
特別支援教育 ー
ー ー の充実 

特別支援教育コー
デ ーター
の実施 

・特別支援教育コ
ーデ ーター

の実施 
・ の ・
動 配  

  

 
の教 の専

門 への支援 

・ し 支
援事業による 門

の向上 
・特別支援教育担

事等によ
る の実施 

・ し 支
援事業による 門

の向上 
・特別支援教育担

事等によ
る の実施 
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成 28年 12 の学校教育 行

規 の により高校における

級による指導が され、 成 30

年 から 行されました。こうした

状況を け、 成 30 年 から３年

、都立高校１校を ト校に

指定し、 級による指導の実 と

検 を行ってきました。これらの

実 と検 果を踏まえ、 ３

年 から、都 の である、

部人 を活用した都立高校等における 級による指導を開 しています。 

今後、都立高校等における 級による指導や の 等での発達障害のある生徒

への支援を 実させていくためには、都立高校等における発達障害教育を支える

くりが必要です。 

そのため、各都立高校等が、生徒の学習 は生活 の さを める際や、生

徒の障害の特 に応 た指導を行う際に、 くの指導 な を する都立特別支援

学校が、都立高校

等を 区 とに支

援する「都立学校

発達障害教育

ア ト

」（ 「都立版

ア ト

」という。）を

たに します。 

都立版 ア

ト では、

区 とに都立高

校等を支援する特

（ ） る発 障害 の  

 級 る の  

的  

【 に る発達障害 る 】 

学校経営支援
センター

学校経営支援
センター

学校経営支援
センター

高校 高校 高校

地区拠点校
=特別支援学校

エリアネットワーク拠点校
＝中野特別支援学校（CSV配置校）

都立学校発達障害教育推進エリアネットワーク
（通称：都立版エリアネットワーク）のイメージ

高校 高校 高校 高校 高校 高校

地区拠点校
=特別支援学校

地区拠点校
=特別支援学校

○「地区拠点校」が「エリアネットワーク拠点校」と連携し、都立高校等に助言・支援
○学校経営支援センターが持つ様々なノウハウを生かし、都立学校を支援
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別支援学校を「 区 校」とし、 区 校と し

ながら都立高校等を 合的に支援する特別支援学校を

「 ア ト 校」とします。 ア ト

校には、高い知 と指導ス や な を

する教員を「セン 的機能ス 」とし

て たに し、 区 校による都立高校等への支援

な を 合的に トします。 都学校 支援セ

ン は、 々な支援の を活かして各都立学校

を支援します。 

具体的には、都立高校等における、特別支援教育

の 等の 、教 員の発達障害に

する の 、 級を実 する際の指導 りや

の 、発達障害のある生徒への 々の対応な について、 区 校が、 ア

ト 校や 都学校 支援セン と し、 やメ 、

な により都立高校等に や支援を行います。 

これらの取 により、各都立高校等と 部人 が して指導する都立高校等にお

ける 級による指導や在籍学級での支援な も 実させ、発達障害のある生徒の

さの を り、 後の 学や就 につな ていきます。 

 

 

 

都教育委員会では、 々な人と る を学 る

教 「 ・ ・ ン59」を 成し、各都立高校

等に しています。 

各都立高校等が「 ・ ・ ン」を 等

で活用することで、対人 や ン、障

害に する や 会 の を ってきました。 

「 ・ ・ ン」は、 ３年 から開

した都立高校等における 級による指導において活用す

ることも です。 

級による指導を 実させていくには、生徒一人一人

の状態に応 た指導を行う必要があることから、今後は、

 
59 生徒が 々な人と ることのできる ン能力や、 の の きを ント する力を に け、

会人としての や を って行 できるようになることを目的に 成した教  

② 級 る の の  

【 】 
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「 ・ ・ ン」を活用した指導な の指導 について し、指導内

容や 等を 知するための 会の実 等の取 を して、各都立高校等における

級による指導の円滑な実 につな ていきます。 

また、「 ・ ・ ン」を し、 級による指導 けでなく発達障害

のある生徒の指導の場面で、いつでも活用できるようにしていきます。都立高校等に

おいて「 ・ ・ ン」を や 指導の場面で活用し、 級による指

導が必要な生徒に対しての具体的な取 を めるとともに、校内研 に活用するな

して、教員の資 ・能力の につな ていきます。 

 

 

 

 都教育委員会では、各都立高校等に在籍する発達障

害のある生徒で、学校を れて特別な指導・支援を

けたいと える生徒のため、 等の教育課程

に、 の力を活用して、 ンな の

高校生活に 立つ特別な指導・支援を行う「

ンア スト 」を 成 28 年 から実 し

ています。 

を している生徒が在籍している学校の教員に、 を 学してもらうこと

や、 の指導 を、在籍している学校に し、指導 には在籍している学

校を して を行うことな により、各都立高校等と して、生徒の さの

を る取 を しています。 

また、 ３年 からは、生徒の に応えられるよう 定員を 大した か、

でも支援を継 できるよう、 ン ンを活用した指導を実 しています。 

今後は、指導が必要な生徒のう 、学校を れて支援を けたいと する生徒が、

より く に して さを し、 で学 ことを学校生活な の実生活

で生かせるよう、 なる 実を る必要があります。 

そのため、 ンア スト を 果的に 知していく か、これま

での の実 や した生徒の な を に、 の内容の 実を めていき

ます。 

また、都立高校等の校内での支援の 実を れるよう、 における指導・支援の

実 や 果な に る学校への と を引き き実 します。 

 

 

 学 る ンア スト の  

【 】 
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都教育委員会では、発達障害の 能 のある生徒に して 的な や支援に

する相談ができるよう、都立高校等へ の を しています。 ３年 か

ら都立高校等における 級による指導を開 したことに い、 の の に

よる支援の重要 や必要 が していくことが えられます。 

また、 の と都立高校等や都立特別支援学校な が し、指導の 実を

っていく必要があります。 

こうしたことから、都立高校等の要 に応 た の の都立高校等への

を継 しつつ、 の と 都学校 支援セン 、都立特別支援学校及び

都立高校等が し、発達障害のある生徒への 合的な支援につな ていきます。 

 

 

 

 の る 支援 の  

【 リーフレット】 
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これまで、発達障害のある生徒への支援に する 習会を実 し、都立高校等の教

員への 発を ってきました。 

また、 都学校 支援セン において 指導 会を開 し、発達障

害のある生徒の就 支援な の 実に けて、都立特別支援学校と都立高校等の

を っています。今後は、 級による指導の開 に い、 に内容等を 実していく

必要があります。 

そのため、今後も 習会や 会の開 を継 し、都立特別支援学校と都立高校等

の により、発達障害のある生徒がより適切な 場に就 できるようにするための

指導の在り や 開 の在り 等について、都立特別支援学校と都立高校等に

おける の を っていきます。 

また、 の による適切な指導・ な をもとに、都立高校等が必要に応

て「 立支援 」（ ス ）の を し、生徒の障害の

状態に応 た 学・就 支援に取り でいきます。 

 

 

 

都立高校等において、 級による指導や教育課程 での特別な指導・支援を実 し

ていくに たっては、都立高校等の教員が、特別支援教育 や発達障害の特 に

して に する必要があります。そのため、発達障害のある生徒に対する在籍学

級での支援や 級による指導の を取り た 習会を継 して実 し、都立高校

等の教員の を っていきます。 

 

 

 

これまで、 都学校 支援セン において、各都立高校等の発達障害の

に する実 の や都立特別支援学校との 等を行う「都立高等学校等

発達障害支援研究 会」を開 し、発達障害のある生徒への指導と支援についての

・ を めてきました。 

都立高校等で指 されている特別支援教育 の資 ・ の

を るためには、都立高校等と都立特別支援学校との を に 実させる必要があ

ります。 

そのため、「都立高等学校等発達障害支援研究 会」を継 して実 するととも

 障害の 学・ 支援の  

 発 障害 る の  

 学 発 障害支援 の  
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に、この 会の場において、都立特別支援学校が都立高校等に対して行った な

相談 への対応状況な も することな により、都立高校等における 級によ

る指導を支援します。 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

２ 

｠

等

る

教
育
の
推
進 

① 通 による の充実 

都立 校等におい
通 による

を  

都立 ア ッ
ークによる支

援や 等による
教 の 門 向
上を 的に進
め、 の支援を
充実 

  

② 
通 による の
の充実 

障害の る生
徒への の
充実 

・通 による
の連 会における

事例等の周
知 
・ 教 を 化
し 配  

  

③ 
学 実施 る
ケー ア ス

の実施 

教育課 での特
別な ・支援の
検討、実施  

、 を充実
し 実施 

  

④ 
理の専門 による

支援体制の整備 

理の 門 によ
る 支援体制の

 

・都立 校等への
理の 門 の
 

・ 理の 門
都立特別支援学
校、都立 校等
連携した支援の充
実 

  

 
の に 進

学・ 支援の充実 

・進 連 協
議会における

の共有 
・「都立学校 自立
支援チーム
事業」の活用 

・進 連 協
議会における

の共有 
・「都立学校 自立
支援チーム
事業」の活用 

  

 
教育に る教

の理 推進 

都立 校等の教
向け 会の実

施  

会におい 都
立 校等の教 の
理解を促進 

  

 
等学 等

支援 の実施 

協議会の によ
る都立 校等の特
別支援教育コーデ

ーターへの支
援 

協議会の によ
る都立 校等の特
別支援教育コーデ

ーターへの支
援 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

第
２
部 

第
２
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅱ
） 　

 

小
学
校
、中
学
校
及
び
都
立
高
校
等
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実

105



第３章（施策の方向性Ⅲ）
変化・進展する社会に対応した
特別⽀援教育の推進
１　デジタルを活用した教育活動の展開
２　変化する社会において自立して生きるための力の育成
３　豊かな心と健やかな体を育むためのスポーツ・芸術教育等の推進
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